
広報おおいそ　平成20年（2008年）8月 5

月　日 時　間 会　場 

 8月30日(土)
保健センター 
2階研修室 

10:00～12:00

14:00～16:00

8月31日(日)
国府支所2階 
第1・第2会議室 

 

10:00～12:00

14:00～16:00

   

　
「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」

は
、
毎
年
８
月
に
更
新
し
て
い
ま
す
。

負
担
割
合
に
つ
い
て
は
前
年
の
所
得
に

応
じ
て
判
定
し
て
い
ま
す
。 

　「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」は

該
当
さ
れ
る
全
て
の
方
に
、
７
月
中
に

新
し
い
受
給
者
証
を
送
付
し
て
い
ま
す

の
で
、
記
載
内
容
を
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。 

　
新
し
い
「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給

者
証
」
が
送
ら
れ
て
き
た
方
は
、
変
更

前
の
古
い
受
給
者
証
を
、
８
月
１
日
以

降
に
ご
自
身
で
破
棄
し
て
い
た
だ
く

か
、
役
場
、
ま
た
は
国
府
支
所
へ
返
却

し
て
く
だ
さ
い
。 

　 
  

　「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
保
険
者
証
」

は
、
毎
年
８
月
に
前
年
の
所
得
に
基
づ

い
て
負
担
割
合
を
再
判
定
し
ま
す
。 

　
負
担
割
合
が
変
更
に
な
っ
た
方
に
の

み
、
７
月
中
に
新
し
い
保
険
者
証
を
送

付
し
て
い
ま
す
の
で
、
記
載
内
容
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
負
担
割
合
に
変
更
が
な
い
方

は
、
新
し
い
保
険
者
証
は
郵
送
さ
れ
ま

せ
ん
。
現
在
お
持
ち
の
保
険
者
証
を
引

き
続
き
ご
使
用
く
だ
さ
い
。 

　
負
担
割
合
が
変
更
に
な
っ
た
方
は
８

月
１
日
以
降
、
今
ま
で
お
使
い
い
た
だ

い
た
保
険
者
証
を
同
封
の
返
信
用
封
筒

で
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。 

高齢者の医療証を更新 
 
高齢者の医療証を更新 
 

◎問い合わせ　町民課　☎内線274・247

　
町
で
は
、
大
磯
ら
し
い
風
格
の
あ
る
良
好
な
景
観
の

形
成
を
推
進
す
る
た
め
に
、
景
観
法
に
基
づ
く
景
観
計

画
の
策
定
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。 

　
計
画
を
策
定
す
る
に
あ
た
り
、
計
画
の
素
案
を
ま
と

め
ま
し
た
の
で
、
こ
の
素
案
に
つ
い
て
、
皆
様
の
ご
意

見
を
募
集
い
た
し
ま
す
。 

 大
磯
町
景
観
計
画
と
は 

　
景
観
計
画
は
、
平
成
16
年
に
制

定
さ
れ
た
景
観
法
に
基
づ
く
、
良

好
な
景
観
の
形
成
を
目
的
と
し
た

計
画
で
す
。 

　
町
で
は
、
海
、
山
な
ど
の
自
然

や
歴
史
が
豊
か
な
大
磯
ら
し
い
景

観
を
守
り
育
み
、
次
の
世
代
に
豊

か
な
環
境
を
引
き
継
ぐ
必
要
が
あ

る
と
考
え
て
い
ま
す
。
大
磯
町
景

観
計
画
で
は
大
磯
の
都
市
構
造
と

土
地
利
用
に
即
し
て
地
域
の
良
好

な
景
観
の
形
成
の
た
め
の
基
本
方

針
及
び
基
準
等
を
定
め
ま
す
。
ま

た
、
町
民
・
事
業
者
・
町
等
の
協

働
に
よ
る
良
好
な
景
観
の
形
成
を

実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。 

　
な
お
、
景
観
計
画
の
運
用
は
、

平
成
21
年
４
月
に
開
始
す
る
予
定

で
す
。
そ
れ
以
降
は
、
町
内
で
行

う
一
定
の
行
為
に
関
し
、
景
観
法

に
基
づ
く
町
へ
の
届
出
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
ま
た
、
届
出
を
し
た

行
為
を
景
観
計
画
に
定
め
た
基
準

等
に
適
合
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。 

計
画
素
案
の
公
表 

　
計
画
素
案
は
、

８
月
18
日（
月
）か

ら
９
月
12
日（
金
）

ま
で
の
期
間
で
次

の
と
お
り
公
表
し

ま
す
。 

 

▼
計
画
素
案
の
閲
覧 

　
ま
ち
づ
く
り
課
、
町
民
情
報
コ

ー
ナ
ー
（
役
場
本
庁
舎
、
国
府
支

所
）
で
閲
覧
で
き
ま
す
（
ま
ち
づ

く
り
課
は
開
庁
時
間
内
の
み
）。 

　
ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

掲
載
し
て
い
ま
す
。 

▼
計
画
素
案
の
概
要
版
の
配
布 

　
役
場
本
庁
舎
１
階
ロ
ビ
ー
、
国

府
支
所
、
ま
ち
づ
く
り
課
に
置
い

て
あ
り
ま
す
。 

　 意
見
・
提
案
募
集 

　
計
画
素
案
に
関
す
る
意
見
・

提
案
を
募
集
し
ま
す
。
提
出
は
持

参
・
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
電
子
メ
ー

ル
に
よ
り
受
け
付
け
ま
す
。
な
お
、

個
人
、
法
人
は
問
わ
ず
、
ど
な
た

で
も
提
出
で
き
ま
す
。 

▼
意
見
書
の
提
出
先 

　
ま
ち
づ
く
り
課
（
役
場
本
庁
舎

２
階
） 

○
郵
送
　
〒
255
―
８
５
５
５
　
大

磯
町
東
小
磯
183
番
地 

○
FAX（
61
）１
９
９
１ 

○
電
子
メ
ー
ル
　
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
「
ま
ち
づ
く
り
の
箱
　
町

政
へ
の
意
見
・
提
案
」
か
ら
送

信 

▼
提
出
期
間 

　
８
月
18
日（
月
）か
ら
９
月
12
日

（
金
）午
後
５
時
15
分
ま
で 

▼
意
見
書
の
様
式 

　
意
見
書
の
様
式
は
問
い
ま
せ

ん
。
住
所（
事
務
所
所
在
地
）、
氏

名（
法
人
名
）、
大
磯
町
景
観
計
画

素
案
に
関
す
る
意
見
で
あ
る
こ
と

を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

※
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
意
見
・
提

案
は
、
こ
れ
に
対
す
る
町
の
考

え
方
と
と
も
に
、
整
理
し
た
う

え
で
公
表
し
ま
す
。
た
だ
し
、

意
見
・
提
案
に
対
す
る
個
別
の

回
答
は
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

 

説
明
会 

　
次
の
日
程
で
計
画
素
案
に
関
す

る
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、

ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

                
◎
問
い
合
わ
せ
　
ま
ち
づ
く
り
課 

　
☎
内
線
２
４
３ 

◎
国
民
健
康
保
険 

　
　
高
齢
受
給
者
証 

◎
後
期
高
齢
者 

　
　
医
療
制
度
保
険
者
証 

大
磯
町
景
観
計
画
に
関
す
る
意
見
を
募
集
し
ま
す

大
磯
町
景
観
計
画
に
関
す
る
意
見
を
募
集
し
ま
す 
大
磯
町
景
観
計
画
に
関
す
る
意
見
を
募
集
し
ま
す 


